
自動車等利用の距離別支給額
片道距離(kM) 国（月額円） 佐倉市（月額円）
５未満 2000 6500
5～10 4100 7300～10500
10～15 6500 11300～14500
15～20 8900 15300～18500
20～25 11300 19300～22500
25～30 13700 23300～26500
30～35 16100 27300～30500
35～40 18500 31300～34500

40以上 　　　　～
1㎞800円を6500
円に加算

60以上 24500

佐倉市民オンブズマン情報 第61号 ２０１３年（H25年)

情
報
開
示
請
求
を
し
、
そ

れ
が
開
示
さ
れ
た
場
合
に
、

ス
キ
ャ
ナ
ー
で
電
子
コ
ピ
ー

を
可
能
と
す
る
と
こ
ろ
が
増

え
て
い
ま
す
。

国
の
行
政
機
関
で
は
カ
メ

ラ
撮
影
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
使
用

を
認
め
て
お
り
、
現
場
判
断

に
よ
り
ス
キ
ャ
ナ
ー
用
電
源

の
コ
ン
セ
ン
ト
使
用
も
認
め

て
い
ま
す
。
電
源
は
通
常
40

ｗ
（
蛍
光
灯
一
本
位
）
程
度

で
す
。

千
葉
県
で
は
、
ス
キ
ャ
ナ
ー

用
コ
ン
セ
ン
ト
利
用
は
他
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
範
囲
で
認

め
る
と
の
事
で
す
。

千
葉
市
も
認
め
る
方
向
、

八
千
代
市
は
認
め
る
、
佐
倉

市
は
庁
舎
管
理
上
認
め
ら
れ

な
い
と
の
こ
と
で
す
。

市
民
が
電
気
を
使
用
す
る

こ
と
は
ダ
メ
で
あ
る
と
考
え

る
市
職
員
も
多
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
照
明
や
エ
ア
コ
ン

で
は
市
民
の
た
め
に
電
力
が

使
わ
れ
て
お
り
、
水
道
も
飲

み
水
や
洗
面
な
ど
で
自
由
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

前
出
の
如
く
、
国
や
千
葉

県
、
千
葉
市
、
八
千
代
市
は

容
認
で
す
が
、
佐
倉
市
は
認

め
て
い
ま
せ
ん
。
市
役
所
の

も
の
は
職
員
以
外
の
人
が
使
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
識

が
強
い
の
で
し
ょ
う
か
？

佐
倉
市
庁
舎
管
理
規
則
５

条
、
６
号
「
庁
舎
の
施
設
及

び
設
備
は
関
係
者
以
外
の
取

扱
い
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
、
」

に
よ
り
、
コ
ン
セ
ン
ト
の
使

用
を
認
め
な
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
情
報
開
示
を
受

け
る
人
は
関
係
者
そ
の
も
の

で
あ
り
、
国
、
県
な
ど
が
認

め
る
の
は
関
係
者
で
あ
る
か

ら
で
す
。
佐
倉
市
の
判
断
は

正
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
ま

す
。
総
務
課
は
情
報
公
開
に

ス
キ
ャ
ナ
ー
用
コ
ン
セ
ン
ト

を
使
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で

す
。
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２頁 ５，６月議会概要
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市の電力購入
民間資本の導入

市
庁
舎
で
の
市
民
の
コ
ン
セ
ン
ト
利
用

◆
退
職
金
減
額

県
内
市
町
村
の
退
職
金

事
務
を
行
っ
て
い
る
千
葉

県
総
合
事
務
組
合
で
は
、

退
職
金
条
例
を
改
正
し
て

今
年
度
か
ら
の
支
給
金
額

を
下
げ
た
。

こ
れ
に
よ
り
400
万
円
程

度
減
額
と
な
る
。
佐
倉
市

の
場
合
は
定
年
退
職
金
が

２
８
０
０
万
円
か
ら
４
０

０
万
円
減
額
と
な
り
、
２

４
０
０
万
円
程
度
に
な
る
。

な
ぜ
一
挙
に
４
０
０
万

円
も
減
額
す
る
の
か
？
な

ぜ
、
４
０
０
万
円
も
高
か
っ

た
の
か
？
人
事
院
が
未
調

査
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

余
り
に
も
ず
さ
ん
で
あ
る
。

昨
年
度
や
そ
の
前
の
退

職
金
は
払
い
過
ぎ
て
い
た

の
で
返
却
を
求
め
る
必
要

が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
誰
が
退
職
金

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
た

の
か
？
国
な
ら
国
会
議
員
、

県
な
ら
県
会
議
員
、
市
な

ら
市
議
会
議
員
で
あ
る
。

市
長
や
市
議
の
給
与
は

「
報
酬
審
議
会
」
を
市
長

部
局
で
作
り
、
そ
の
答
申

を
参
考
に
決
め
て
い
る
。

し
か
し
、
一
般
職
員
の

退
職
金
や
給
与
に
つ
い
て

調
査
す
る
審
議
会
が
市
に

は
な
い
。
現
在
は
、
市
長

と
市
職
員
組
合
と
の
話
し

合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。

市
職
員
は
職
員
組
合
と
し

て
、
又
、
選
挙
の
際
は
投

票
者
と
し
て
も
力
を
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
公

正
な
決
定
は
難
し
い
の
で
、

市
議
会
で
審
議
会
を
作
る

べ
き
で
あ
る
。

審
議
会
が
市
に
無
い
の

で
本
来
は
、
人
事
院
の
勧

告
（
県
の
人
事
委
員
会
も

協
力
）
を
参
考
に
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
市
は
人
事
院
の
勧
告

が
間
違
っ
て
い
る
と
主
張

（
６
月
議
会
答
弁
）
し
、

市
職
員
の
給
与
を
上
積
み

し
て
い
る
。

■

通
勤
手
当

佐
倉
市
の
通
勤
手
当
は
、

国
基
準
と
比
べ
て
年
間
約

４
４
５
０
万
円
も
高
い
。

そ
の
理
由
は
、
自
動
車
使

用
に
よ
る
通
勤
手
当
の
額

が
、
国
の
約
２
倍
で
あ
る

た
め
で
あ
る
。
（
下
表
参

照
）財

政
が
厳
し
い
と
言
い

な
が
ら
、
高
額
な
交
通
費

を
支
払
っ
て
い
る
。

●

地
域
手
当

地
域
手
当
は
１
ポ
イ
ン
ト

高
く
、
国
基
準
に
比
し
、

合
計
年
額
約
５
９
０
０
万

円
高
い
。

▼
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は

111.0
（
国
に
減
額
な
い
場
合

は
102.5
）
で
あ
る
。
国
基
準

と
比
べ
、
退
職
金
、
年
金

へ
の
跳
ね
返
り
も
含
め
、

約
２
億
円
程
度
高
い
（

102.5

で
計
算
）
。

通
勤
、
地
域
手
当
で
１

億
円
、
そ
の
他
給
与
で
約

２
億
円
、
合
計
で
約
３
億

円
国
基
準
よ
り
高
い
。
長

年
、
職
員
給
与
に
つ
い
て

指
摘
し
て
き
た
が
、
未
だ

に
大
変
な
額
が
国
基
準
以

上
に
払
わ
れ
て
い
る
。
地

方
分
権
と
い
う
名
目
も
あ

り
、
国
よ
り
高
い
金
額
が

支
払
わ
れ
て
お
り
、
生
涯

の
平
均
時
給
は
約
５
千
円

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
の

是
正
が
必
要
で
あ
る
。

佐
倉
市
の
社
協
も
他
市
の
社
協
と
同
様

に
、
理
事
会
、
評
議
員
会
が
あ
り
、
付
属

機
関
（
調
査
等
を
行
う
）
と
し
て
各
種
委

員
会
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
区
社
協
が

町
内
会
単
位
等
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
よ
り
、
関
係
者
の
努
力
に
よ
り

各
種
委
員
会
の
会
議
が
公
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
事
は
他
市
町
村
と

比
較
す
る
と
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
大

い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
社
協
の
評
議
員
会
は
最
高

の
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
市
で
い
え
ば

市
議
会
に
相
当
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

会
議
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

社
協
は
市
民
の
寄
付
や
市
の
財
政
支
援

に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
事
か

ら
考
え
れ
ば
、
評
議
員
会
や

各
種
委
員
会
の
会
議
は
公
開

さ
れ
て
当
然
と
言
え
ま
す
。

評
議
員
会
の
早
期
な
公
開
が

望
ま
れ
ま
す
。
地
区
社
協
に

つ
い
て
も
そ
の
会
議
の
公
開

が
望
ま
れ
ま
す
。

画
期
的
！

社
協
の
会
議
の
公
開

社
会
福
祉
協
議
会
（
社
協
）
は
、
戦
後

に
作
ら
れ
た
社
会
福
祉
事
業
法
に
よ
り
、

全
国
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
に
組
織
さ

れ
て
い
ま
す
。
更
に
地
区
社
協
（
町
内
会

単
位
等
で
法
人
格
を
持
た
な
い
）
も
組
織

し
て
い
ま
す
。

社
協
は
市
の
財
政
補
助
、
市
民
か
ら
の

寄
付
を
受
け
、
民
間
の
社
会
福
祉
法
人
と

い
う
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
行

政
と
民
間
・
市
民
の
橋
渡
し
を
し
、
社
会

福
祉
の
計
画
立
案
な
ど
も
行
な
い
、
市
民

生
活
に
極
め
て
重
要
な
存
在
で
す
。

地
方
公
務
員
給
与
等
の
実
態

オンブズマンとは

「行政苦情の解決や行政
の適正運用、人権保護のた

めに行動する人」です。
通常、議会に属して調査

権限を持ち、市民などの調

査要望に応え、勧告などを

します。
各種の専門家による調査

などは現在、行政側に独占
されていますが、議会でも
調査を行うことにより、三

権分立が正しく運営されま
す。専門家などの社会的、

知的資産を議会も多いに使

う必要があります。

各種の御相談は下記連絡

先にどうぞ。

藤崎 良次

和田 恵子



会派 人数 各会派所属議員

さくら会 12
為田　橋岡　井原　石渡　川名
部（議長）　桜井　山口　　清宮
押尾　中村　桐生　望月

公明党 5 久野　小須田　柏木　岡村
森野

佐倉市民
ネットワーク 3 大野　伊藤　五十嵐

佐倉市民
オンブズマン 2 和田　上ノ山

みんなの党 2 岩井　村田

無会派 4 ①民主党高木　②共産党萩原
③新社会党冨塚　④松原

佐倉市電気料金年額
内訳 料金（億円）

各施設 2.5
街灯 0.6
水道 1.4
合計 4.5

       6 月 議 会 　 賛 否 一 覧 表
賛 成 ○ 　 賛 成 少 数 △  反 対 × 　 欠 席 －

主 　 な 　 議 　 案

Ｈ２５年度一般会計補正予算
国民健康保険税値上げの条例改正
市立東保育園民営化運営法人選定委員会条例

核兵器全面禁止を求める請願
憲法96条の改定に反対する意見書

全
体

佐
倉
市
民

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

さ
く
ら
会

公
明
党

み
ん
な
の
党

①
民
主
党

市
民
ネ
ッ
ト

②
共
産
党

③
新
社
会
党

④
松
原

○ ○ ○ ○○ ○ × × × ○
○ × ○ ○○ ○ × × × ○
○ ○ ○ ○○ ○ ○ × × ○
△ ○ × ×× × ○ ○ ○ ×
△ ○ × ×× × ○ ○ ○ ×
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6
月
議
会
の
議
案
か
ら

①
本
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
約
9
億

1
千
万
円
で
補
正
後
の
予
算
額

は
約
432
億
6
千
万
円
と
な
る
。

歳
出
の
増
額
で
は
土
木
費
が

大
き
い
（
約
5
億
3
千
万
円
）
。

こ
れ
は
元
気
交
付
金
を
充
当
す

る
飯
野
、
馬
渡
地
区
等
の
排
水

路
整
備
、
土
木
作
業
車
両
買
い

替
え
、
ユ
ー
カ
リ
が
丘
等
の
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
改
修
等
で
あ
る
。

総
務
費
の
増
額
（
約
1
億
3
千

8
百
万
円
）
は
庁
舎
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
改
修
、
庁
舎
等
の
耐
震
改

修
設
計
経
費
、
自
主
防
災
組
織

支
援
事
業
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
。

②
「
佐
倉
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
」

国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

対
象
世
帯
の
基
礎
課
税
額
な

ど
の
限
度
を
77
万
円
（
4

万
円
引
上
げ
）
に
す
る
も
の
。

Ｈ
23
年
の
引
上
げ
で
は
、
減

免
世
帯
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い

た
が
、
今
回
は
引
上
げ
と

な
る
。
現
状
で
の
経
済
的

弱
者
へ
の
負
担
増
加
は
す

る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て

反
対
し
た
が
、
反
対
少
数

で
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

③
「
市
立
佐
倉
東
保
育
園

の
民
営
化
に
係
る
運
営
法

人
選
定
委
員
会
条
例
」

市
立
保
育
園
の
初
の
民
営
化

に
際
し
、
民
間
運
営
法
人
の
選

定
に
つ
い
て
調
査
、
審
議
し
て

市
長
に
答
申
す
る
委
員
会
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
選
定

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
は
反

対
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一

番
大
事
な
の
は
利
用
者
で
あ
る
。

市
は
パ
ブ
コ
メ
等
を
求
め
る
な

ど
し
て
、
審
議
の
際
に
子
ど
も
、

保
護
者
等
の
要
望
が
十
分
伝
わ

る
よ
う
す
る
必
要
が
あ
る
。

④
上
表
「
主
な
議
案
」
に
示

す
核
兵
器
全
面
禁
止
の
請
願
、

憲
法
96
条
改
訂
反
対
の
意
見

書
は
賛
成
少
数
で
あ
っ
た
。

-２-

今
年
は
年
額
５
億
円
へ

佐
倉
市
役
所
の
電
力
購
入
金
額
を
調

べ
て
み
ま
し
た
。
佐
倉
市
役
所
全
体
で

使
う
電
力
料
金
を
市
は
集
計
し
て
お
ら

ず
、
各
施
設
で
個
々
に
支
払
っ
て
い
ま

す
。
大
口
利
用
者
の
市
役
所
は
、
電
力

会
社
と
交
渉
し
て
電
気
料
金
を
決
め
る

こ
と
も
可
能
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
交

渉
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
東
電
以
外
か
ら

ら
も
入
札
で
電
力
を
購
入
で
き
ま
す
が
、

そ
れ
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
ソ
ー
ラ
ー
発

電
へ
の
取
組
み
も
消
極
的
で
す
。

今
後
、
電
力
は
規
制
緩
和
が
な
さ
れ
、

各
家
庭
で
も
好
き
な
電
力
会
社
か
ら
電

気
を
購
入
で
き
る
で
し
ょ
う
。
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
太
陽
光
な
ど
）
に
よ

る
電
力
を
選
択
し
て
購
入
す
る
こ
と
も

可
能
に
な
り
ま
す
。

左
は
佐
倉
市
役
所
の
電
気
料
金
年
額

で
す
。
Ｈ
23
年
は
、

各
施
設
で
2.5
億
円

+
街
灯
6
千
万
円

+
水
道
1.4
億
円
＝

4.5
億
円
。
そ
の
後

の
値
上
げ
に
よ
り
、

今
年
は
５
億
円
近

い
で
し
ょ
う
。
職
員
数
で
割
れ
ば
、
一

人
当
た
り
年
額
約
50
万
円
で
す
。

原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
つ
い
て

は
、
電
力
会
社
が
そ
れ
を
求
め
、
多
く

の
人
々
が
再
稼
働
に
反
対
し
て
い
ま
す
。

ソ
ー
ラ
ー
発
電
も
、
そ
の
受
け
入
れ
を

電
力
会
社
が
抑
制
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
電
力
の
攻
防
が
激
し
く
行
わ

れ
て
い
る
中
で
参
議
院
選
挙
で
自
民
、

公
明
が
圧
勝
し
ま
し
た
の
で
、
再
稼
働

に
は
更
に
注
意
が
必
要
で
す
。

トピックス

市
の
電
力
購
入

憲
法
改
正
論
議

自
民
党
は
、
憲
法
９
６
条
を
改
正
し
、

憲
法
を
改
正
し
易
く
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
過

半
数
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
で
改
正
す

る
の
は
一
般
的
で
す
。

大
切
な
憲
法
は
安
易
に
変
え
る
べ
き

で
は
無
い
と
の
考
え
で
す
。

押
し
つ
け
ら
れ
た
憲
法
で
あ
る
と
言

わ
れ
れ
ば
、
誰
で
も
嫌
な
気
分
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
先
の
大
戦
を
続
行
す

る
よ
う
な
国
で
は
困
る
の
で
、
現
憲
法

が
出
来
た
の
で
す
。
再
度
、
第
二
次
世

界
大
戦
を
行
う
よ
う
な
国
を
作
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
急
に
変
え
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

憲
法

第
九
章

改
正

第
九
十
六
条

「
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総

議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国

会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案

し
て
そ
の
承
認
（
過
半
数
）
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
憲
法
は
、

日
本
人
が
作
っ
て
い
ま
す
が
、
確
か
に

当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
、

平
和
主
義
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権

の
三
本
の
矢
を
憲
法
に
組
み
込
む
に
は
、

古
い
日
本
の
体
制
で
は
無
理
だ
っ
た
の

で
す
。
な
に
し
ろ
、
旧
憲
法
で
は
平
和

主
義
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
な
ど

は
無
か
っ
た
の
で
す
。
憲
法
を
未
来
永

劫
に
変
え
な
い
事
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、

今
、
憲
法
を
変
え
や
す
く
す
る
理
由
は

あ
り
ま
せ
ん
。

市
庁
舎
、
市
役
所
志
津
分
所
・
志
津

公
民
館
複
合
施
設
に
民
間
資
本
を
公
募
し

て
み
て
は
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
千
葉
市
は
市
が
所
有
ま
た
は

経
営
し
て
い
る
物
の
多
く
に
民
間
資
本
を

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
キ
ボ
ー
ル
も
民
間

運
営
で
す
。
京
葉
銀
行
文
化
プ
ラ
ザ
は
、

市
の
も
の
で
す
が
民
間
が
運
営
し
、
名
前

を
売
っ
て
お
金
を
と
っ
て
い
ま
す
。

八
千
代
市
民
会
館
も
民
間
が
運
営
し
て

い
ま
す
。

複
合
施
設
を
作
り
、
コ
ン
ビ
ニ
、
レ
ス

ト
ラ
ン
・
食
堂
、
郵
便
局
、
洋
品
店
等
に

入
っ
て
も
ら
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
船
橋

市
の
駅
前
も
そ
の
よ
う
な
ビ
ル
に
な
っ
て

い
ま
す
。

図
書
館
も
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
が
経
営
し

て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
レ
ス
ト
ラ
ン
が

入
り
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
本
を

読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

佐
倉
市
音
楽
ホ
ー
ル
や
西
志
津
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
も
民
営
に
す
べ
き
と
い
う
意

見
が
あ
り
、
次
の
様
な
声
も
あ
り
ま
す
。

「
西
志
津
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
、
イ
ベ

ン
ト
な
ど
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
も
ら

い
に
行
っ
た
ら
、
『
そ
の
よ
う
な
物
は
あ

り
ま
せ
ん
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
民
間
運

営
に
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
な
り
、
年

間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
作
ら
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
。

5
月
臨
時
会
・
６
月
定
例
会
概
要

「
5
月
臨
時
会
」
・
地
方
税
法
改
正
に
伴
う
関
連
条
例
の
改
正
の
ほ
か

議
長
、
副
議
長
の
選
出
、
各
常
任
委
員
会
委
員
の
任
命
が
あ
っ
た
。

「
６
月
定
例
会
」
・
市
長
提
出
議
案
は
本
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
主
な
増
額
は
排
水
路
整
備
事
業
、
消
防
機
庫
の
建
替
等
、
本
庁
舎
庁
舎

の
耐
震
改
修
等
）
、
国
保
条
例
の
一
部
改
正
（
値
上
げ
）
、
市
立
東
保
育

園
の
民
営
化
に
係
る
運
営
法
人
選
定
委
員
会
条
例
制
定
な
ど
15
件
。
そ
の

他
請
願
3
件
（
2
件
採
択
）
、
陳
情
1
件
（
不
採
択
）
で
あ
っ
た
。

議
員
提
出
議
案
は
7
件
（
可
決
3
件
）
で
あ
っ
た
。

２
月
議
会
の
採
決
に
は
、

和
田
と
上
ノ
山
は
体
調
不

良
で
欠
席
し
ま
し
た
。

申
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 上ノ山 博夫

奈良 ふき子

℡ 489-8142

民
間
資
本
導
入
へ
の
取
組


